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! 一般ニュース "

評議会（１１月１９日（火））承認事項

東京大学大学院学則の一部改正

長期にわたる教育課程の履修に関する大学院設置基準
の一部改正（平成１４年文部科学省令第１０号）が行われ、
標準修業年限を超えた計画的履修方法が認められたこと
に伴い、所要の改正が行われた。

附 則
この規則は、平成１４年１１月１９日から施行する。

（参考条文）

・大学院学則
第２条
７ 研究科又は学府は、その定めるところにより、学生
が、職業を有している等の事情により、前２項に定め
る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に
教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を
申し出たときは、その計画的な履修を認めることがで
きる。

第２７条
２ 第２条第７項の規定により計画的な履修を認められ
た者の在学年限は、次の各号に定めるところによる。
‚ 修士課程 ４年
„ 博士後期課程 ６年
” 獣医学又は医学を履修する博士課程 ７年

東京大学生物生産工学研究センター運営委員
会規則の一部改正

東京大学生物生産工学研究センター運営委員会委員に
新領域創成科学研究科の教官を追加することに伴い、所
要の改正が行われた。

附 則
この規則は、平成１４年１１月１９日から施行する。

東京大学において研究拠点形成費補助金によ
り雇用される教員等の取扱いに関する要領の
制定

今年度から実施された２１世紀ＣＯＥプログラム（研究
拠点形成費補助金）の遂行に必要となる教員等を雇用す
るために必要な事項を定めるため、この要項が制定され
た。

東京大学において研究拠点形成費補助金により
雇用される教員等の取扱いに関する要領

一 総則

（趣旨）

第１ この要領は、東京大学において研究拠点形成費補
助金（以下「補助金」という。）により雇用される教
員等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
二 研究拠点形成特任教員

（名称）
第２ 補助金により雇用される教員の名称は、研究拠点
形成特任教員とする。

（呼称）
第３ 研究拠点形成特任教員は、特に必要があると認め
られる場合には、教授、助教授、講師に相当する者は、
それぞれ、特任教授、特任助教授又は特任講師と称す
ることができる。

（身分）
第４ 研究拠点形成特任教員は、非常勤職員とする。
（職務）
第５ 研究拠点形成特任教員は、補助金による事業（以
下「補助事業」という。）において、教育研究に従事
するものとする。ただし、各部局において必要な定め
を設けることを妨げない。

（選考）
第６ 研究拠点形成特任教員の選考は、各部局において、
一般の教官の選考基準により行うことを原則とする。

（任期）
第７ 研究拠点形成特任教員の任期は、当該会計年度を
超えない範囲内とする。ただし、年度途中でやむを得
ない事由により当該補助事業を廃止する場合には、当
該補助事業の遂行期間内とする。

（任用及び給与等）
第８ 任用及び給与等については、別に定めるものとす
る。
三 研究拠点形成特任研究員

（名称）
第９ 補助金により雇用される研究員の名称は、研究拠
点形成特任研究員とする。

（職務）
第１０ 研究拠点形成特任研究員は、補助事業において、
一定の職務を分担し研究に従事するものとする。ただ
し、各部局において必要な定めを設けることを妨げな
い。

（選考）
第１１ 研究拠点形成特任研究員の選考は、前項により定
められる職務内容を勘案して、各部局において行うも
のとする。

（身分等）
第１２ 研究拠点形成特任研究員の身分、任期並びに任用
及び給与等に関しては、それぞれ第４、第７、第８の
規定を準用する。
四 研究拠点形成アシスタント

（名称）
第１３ 補助金により雇用される大学院博士後期課程に在
籍する学生の名称は、研究拠点形成アシスタントとす
る。
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（身分）
第１４ 研究拠点形成アシスタントは、常勤職員の１週間
当たりの勤務時間の４分の３を超えない範囲内で勤務
する非常勤職員とする。

（職務）
第１５ 研究拠点形成アシスタントは、補助事業を効果的
に推進するため、研究補助者として従事するものとす
る。

（選考）
第１６ 研究拠点形成アシスタントの選考は、各部局にお
いて行うものとする。

（任期等）
第１７ 研究拠点形成アシスタントの任期並びに任用及び
給与等に関しては、それぞれ第７、第８の規定を準用
する。
五 補則

（補則）
第１８ この要領に定めるもののほか、研究拠点形成特任
教員、研究拠点形成特任研究員及び研究拠点形成アシ
スタントの実施に関して必要な事項は、別に定めるも
のとする。

附 則
この要領は、平成１４年１１月１９日から実施する。

東京大学において共同研究又は受託研究の受
入資金により雇用される教員等の取扱いに関
する要領の制定

共同研究、受託研究の受入資金により、大学院博士後
期課程に在籍する学生を研究補助者として雇用するため
の必要な事項を定めるため、この要領が制定された。

東京大学において共同研究又は受託研究の受入
資金により雇用される研究補助者の取扱いに関
する要領

（趣旨）
第１ この要領は、東京大学において共同研究又は受託
研究の受入資金により雇用される研究補助者の取扱い
に関し、必要な事項を定めるものとする。

（名称）
第２ 前項の研究補助者の名称は、産学官連携アシスタ
ントとする。

（職務）
第３ 産学官連携アシスタントは、東京大学が契約に基
づき行う共同研究・受託研究を推進するため、研究補
助者として従事するものとする。

（対象者）
第４ 対象者は、大学院博士後期課程に在籍する学生と
する。

（身分）
第５ 産学官連携アシスタントは、常勤職員の１週間当

たりの勤務時間の４分の３を超えない範囲内で勤務す
る非常勤職員とする。

（選考）
第６ 選考は、各部局において行うものとする。
（任期）
第７ 任期は、当該会計年度を超えない範囲内とする。
ただし、当該共同研究・受託研究の継続している期間
を限度として再採用することができるものとする。

（任用及び給与等）
第８ 任用及び給与等については、別に定めるものとす
る。

（特許等）
第９ 産学官連携アシスタントは、昭和５３年３月２５日付
文学術第１１７号学術国際局長及び大臣官房会計課長通
知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱い
について」における「教官等」に含まれるものとする。

（研究成果）
第１０ 産学官連携アシスタントが任用期間中に行った研
究の成果を公表するときは、当該共同研究又は受託研
究を行う研究代表者の同意を得た後に行うものとする。

（補則）
第１１ この要領に定めるもののほか、産学官連携アシス
タントの実施に関して必要な事項は、別に定めるもの
とする。

附 則
この要領は、平成１４年１１月１９日から実施する。

東京大学において科学技術振興調整費により
雇用される教員等の取扱いに関する要領の一
部改正

科学技術振興調整費によるプログラムをより一層推進
するため、大学院博士後期課程に在籍する学生について
も研究補助者として雇用できるよう、所要の改正が行わ
れた。

附 則
この規則は、平成１４年１１月１９日から施行する。
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東京大学男女共同参画基本計画（案）への学
生・院生の意見公募に対する公聴会開催され
る

男女共同参画推進委員会が主催する標記の公聴会が、
１１月２０日（水）午後４－６時に、理学部２号館４階の講
堂で開催された（教職員、学生・院生計９０人が参加）。
本学では今年度からUT２１会議のもとに「男女共同参画
推進委員会」を設置し、「東京大学男女共同参画基本計
画」（案）の策定に向けた活動を始めている。基本計画
は２００３年度前半を目途として最終決定する予定であり、
策定にあたって広く本学の構成員から意見を募り、それ
を反映させていく方針である。その一環として基本計画
案に関して学生・大学院生の意見を公募した。９月中旬
からの短い公募期間に５名の意見が寄せられ、いずれも
示唆に富むものと考えられたことから、男女共同参画推
進委員会として公聴会を開催した。
公聴会では、教養学部文科１類２年の大根田頼尚さん

が、セクシュアル・ハラスメントの防止および統計等の
情報の整備について、大学院工学系研究科修士課程１年
の松田浩子さんが、学内託児所の整備について、大学院
総合文化研究科博士課程１年の相馬直子さんが、育児環
境の整備について、大学院新領域創成科学研究科博士課
程１年の高松香奈さんが、ジェンダー教育・研究の拡充
とその方法について、大学院理学系研究科博士課程２年
の西川美幸さんが、理工系等の女性の学生・教官が少な
い分野でのハラスメント等の実際と防止策について、そ
れぞれ意見を発表した。ついで男女共同参画推進委員会
メンバーをはじめとする参加者により、質疑や意見が交
換された。
なお、男女共同参画推進委員会のもとに設置された基

本計画策定専門委員会は、１０月から１２月にかけて、本学
の各部局に対して男女共同参画基本計画案の策定に関す
るヒアリングを行っている。その他の本学構成員・関係
者からも適宜ヒアリングを行う予定である。ヒアリング
結果や今回の公聴会を参考としつつ、２００３年早々にも報
告書案骨子をまとめ、パブリックコメントに付す計画で
ある。

（男女共同参画推進委員会）

総長主催の外国人研究者交流会が開かれる

東京大学で教育研究に従事している外国人研究者を招
き、相互の親睦を深めるとともに、本学の日本人教官と
の交流を図るため、１１月８日（金）に総長主催で外国人
研究者交流会が開催された。
昨年度の大学院理学系研究科附属小石川植物園散策に

引き続き、今年度は同研究科附属の日光分園への訪問を
中心とし、世界遺産である日光東照宮への見学も盛り込
み実施された。
当日の朝、約１００名の参加者は８時１５分に本郷キャン

パス本部庁舎前に集合し、観光バス３台に分かれて日光
へ向かった。１１時２０分頃日光分園に無事到着し、集合場
所では佐々木総長、廣渡副学長、邑田植物園長の挨拶が
行われた。その後、邑田植物園長、舘野日光分園長、彦
坂助手の先導により秋の深まりを感じる植物園のなかを
散策した。参加者は先生方の説明に熱心に耳を傾けてい
た。付近で昼食をとった後、日本の歴史に触れる機会と
して日光東照宮の見学に向かった。参加者は英語通訳ガ
イドさんの説明を聞きながら、荘厳な建築物に目をみ
はっていた。
心配された雨も降らず、寒さもそれほど厳しくなかっ

たことから、終始なごやかな雰囲気の中で、各研究者同
士が楽しそうに会話する姿や名刺交換を行なう姿などが
見受けられ、今後の交流の良い機会となった。バスは１８
時２０分、無事本郷キャンパスに到着し、参加者は一日の
出来事を話し合いながら帰途についた。

（国際交流課）

日光分園にて、邑田植物園長の説明を聞く外国人研究者

№１２５０ ２００２．１１．２７
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平成１５年度東京大学学術研究奨励資金による
国際交流助成事業募集について

下記要項のとおり募集しますので，平成１４年１月１４日
（火）までに所属部局を通じ，研究協力部国際交流課国
際学術掛まで提出願います。
なお，申請手続き等詳細につきましては，各部局担当

掛へお問い合わせください。
各事業の申請書類は下記のＵＲＬにてダウンロードで

きます。
http:／／www.adm.u―tokyo.ac. jp／kenkyou／kokusai／

gaku―kin.html

１．国際共同研究経費助成事業
２．国際交流推進経費助成事業
３．長期派遣経費助成事業
４．若手研究者派遣経費助成事業

平成１５年度学術研究奨励資金による国際共同研
究経費 募集要項

１．趣 旨
本学の教官が外国の研究者との間で行う特定の主題

についての共同研究に対し，必要な経費の一部を学術
研究奨励資金から助成するものである。

２．応募資格
国際共同研究（計画）の代表者である本学の教授，

助教授，講師及び助手
３．助成の対象となる要件
‚ 本学の教官グループと外国の研究者グループとの
間で組織的かつ複数年継続して行われる研究で，共
同研究を行うことの意義が明確であり，成果が期待
できるもの。

„ 日本側の主要メンバーは本学教官とするが，必要
に応じて次の者が参加しても差し支えない。
A 本学の大学院生
B 本学で研究する博士の学位を取得した者（ポス
トドクター）（人文・社会科学の分野にあっては，
博士の学位を取得した者に相当する能力を有する
と認められた者を含む。）

C 他大学等の教官
” 研究の内容について，相手国側の研究代表者との
間で事前協議が行われ，その目的と内容が明確であ
り，研究計画が具体的であるもの。

４．助成経費
‚ 教官の派遣旅費
※派遣旅費：本学から訪問先研究機関までの最も経
済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な往
復航空運賃（エコノミークラスのディスカウント
運賃），鉄道等往復運賃（本学から最寄りの空港
までとする），滞在費（旅費法による日当，宿泊
料）及び日本国内空港施設使用料とする。

„ 外国人研究者の招へい旅費
※招へい旅費：招へいする外国人研究者の本国にお

ける研究機関から本学までの最も経済的な通常の
経路及び方法による旅行に必要な往復航空運賃
（エコノミークラスのディスカウント運賃），鉄
道等往復運賃（本学から最寄りの空港までとす
る），滞在費（旅費法による日当，宿泊料）及び
日本国内空港施設使用料とする。

” 必要と認めた場合には調査研究費（消耗品費，印
刷製本費，通信運搬費，会議費，賃金，雑役務費
等）

５．助成額及び助成件数
‚ １年度当たり，２００万円以内とする。
„ 助成件数は２件程度を予定している。
” 研究助成期間は１年以内とする。

６．申請手続
別紙様式１により，平成１５年１月１４日（火）までに，

所属部局内で選考の上，部局長から総長あて一件推薦
すること（新規申請は，一部局一件）。継続申請につ
いては，別紙様式２の経費申請書を提出すること。

７．選考及び採否の通知
選考は，学術研究奨励資金実施委員会が行い，採否

の決定は平成１５年３月上旬までに部局長あて通知する。
８．報告書の提出

本年度採択された共同研究（新規）については，別
紙様式３により平成１６年４月末日までに，所属部局長
から総長あて提出すること。（なお，２年度目に継続
する共同研究については，別紙様式４により研究助成
期間終了後３０日以内に同様に提出すること。）

９．申請書等の送付先
研究協力部国際交流課国際学術掛

平成１５年度 学術研究奨励資金による国際交流
推進経費 募集要項

１．趣 旨
本学と海外の学術研究機関が行う大学間・部局間の

組織的な交流を一層促進することを目的に，教官の派
遣及び招へいについて，必要な経費の一部を学術研究
奨励資金から助成するものである。

２．応募資格
本学の教授，助教授，講師及び助手

３．実施期間
A 平成１５年４月から平成１５年９月までの間，及び，

B 平成１５年１０月から平成１６年３月までの間に実施され
るもの。

４．助成経費
本学の教官の派遣旅費及び外国人研究者の招へい旅

費とする。原則として１０日以内とする。
※派遣旅費：本学から訪問先研究機関までの最も経済
的な通常の経路及び方法による旅行に必要な往復航
空運賃（エコノミークラスのディスカウント運賃），
鉄道等往復運賃（本学から最寄りの空港までとす
る），滞在費（旅費法による日当，宿泊料）及び日
本国内空港施設使用料とする。
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※招へい旅費：招へいする外国人研究者の本国におけ
る研究機関から本学までの最も経済的な通常の経路
及び方法による旅行に必要な往復航空運賃（エコノ
ミークラスのディスカウント運賃），鉄道等往復運
賃（本学から最寄りの空港までとする），滞在費（旅
費法による日当，宿泊料）及び日本国内空港施設使
用料とする。

５．助成限度額
１件当たり，２００万円を限度とする。

６．申請手続
別紙様式１により，A の期間については平成１５年１

月１４日（火）までに，B の期間については平成１５年７
月１日（火）から平成１５年７月２５日（金）までに，所
属部局長から総長あて提出すること。なお，申請が複
数の場合は順位を付した上で提出のこと。

７．選考及び採否の通知
選考は，学術研究奨励資金実施委員会が行い，採否

の決定はA については平成１５年３月上旬までに，B に
ついては平成１５年９月下旬までに，所属部局長あて通
知する。

８．報告書の提出
別紙様式２により，交流実施後，速やかに所属部局

長から総長あて提出すること。
９．申請書等の送付先

研究協力部国際交流課国際学術掛

平成１５年度 学術研究奨励資金による長期派遣
経費募集要項

１．趣 旨
本学の教官が，海外の優れた大学等学術研究機関に

おいて一定期間研究を行うことにより，独創的・先端
的学術研究の推進に資するとともにわが国の学術研究
の進展に寄与することを目的とする。このため，教官
の長期派遣に対し，必要な経費の一部を学術研究奨励
資金から助成するものである。

２．申請資格
平成１５年４月１日現在年齢３６歳以上５０歳未満の本学

の教官
なお，文部科学省在外研究員，日本学術振興会海外

特別研究員又は特定国派遣研究者事業により過去１０年
間に２ヶ月以上海外に派遣されたことのある者を除く。

３．期 間
平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの期間

に出発するもので，原則として２ヶ月以上６ヶ月以内
とする。

４．助成経費及び助成件数
派遣旅費を助成し，助成件数は，２～３件程度を予

定している。
※派遣旅費：本学から訪問先研究機関までの最も経済
的な通常の経路及び方法による旅行に必要な往復航
空運賃（エコノミークラスのディスカウント運賃），
鉄道等往復運賃（本学から最寄りの空港までとす

る），日本国内空港施設使用料，滞在費（文部科学
省在外研究員旅費単価表による日当，宿泊料）とす
る。

５．申請手続
別紙様式１により，平成１５年１月１４日（火）までに，

所属部局長から総長あて提出すること。なお，申請が
複数の場合は順位を付した上で提出のこと。

６．選考及び採否の通知
選考は，学術研究奨励資金実施委員会が行い，採否

の決定は平成１５年３月上旬までに，所属部局長あて通
知する。

７．報告書の提出
別紙様式２により，渡航の終了後，速やかに所属部

局長から総長あて提出すること。
８．申請書等の送付先

研究協力部国際交流課国際学術掛

平成１５年度 学術研究奨励資金による若手研究
者派遣経費募集要項

１．趣 旨
本学における学術研究の将来を担う若手研究者が，

海外の優れた大学等学術研究機関を訪問し，発想や研
究方法の異なる外国人研究者との交流によって学問的
刺激を受けることにより，国際的視野を持つ研究者の
養成に資することを目的とする。このため若手研究者
の派遣に対し，必要な経費の一部を学術研究奨励資金
から助成するものである。

２．申請資格
平成１５年４月１日現在年齢３５歳以下の本学の教官。

ただし，前回採択された者を除く。
３．期 間

A 平成１５年４月から平成１５年９月までの間，及び，
B 平成１５年１０月から平成１６年３月までの間に派遣され
るもので，原則として１５日以内とする。

４．助成経費及び助成件数
派遣旅費を助成し，助成件数は，１２～１４件程度を予

定している。
※派遣旅費：本学から訪問先研究機関までの最も経済
的な通常の経路及び方法による旅行に必要な往復航
空運賃（エコノミークラスのディスカウント運賃），
鉄道等往復運賃（本学から最寄りの空港までとす
る），滞在費（旅費法による日当，宿泊料）及び日
本国内空港施設使用料とする。

５．申請手続
別紙様式１により，A の期間については平成１５年１

月１４日（火）までに，B の期間については平成１５年７
月１日（火）から平成１５年７月２５日（金）までに，所
属部局長から総長あて提出すること。なお，申請が複
数の場合は順位を付した上で提出のこと。

６．選考及び採否の通知
選考は，学術研究奨励資金実施委員会が行い，採否

の決定はA については平成１５年３月上旬までに，B に
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ついては平成１５年９月下旬までに，所属部局長あて通
知する。

７．報告書の提出
別紙様式２により，交流計画の終了後，速やかに所

属部局長から総長あて提出すること。
８．申請書等の送付先

研究協力部国際交流課国際学術掛
（国際交流課）

大学院学生学術研究奨励金の採択決まる

本学大学院学生の国外での研究活動に必要な助成を図
るため「東京大学大学院学生学術研究奨励金」が昭和５８
年度から設けられているが，このほど学術研究奨励資金
実施委員会において，平成１４年度後期（１２月～翌年５月）
応募者の審査が行われ，１６件の実施計画が採択された。
応募者は４４名であった。なお，研究科別採択状況は以下
のとおりである。

（国際交流課）

平成１５年度入学者募集要項配付

平成１５年度の本学の入学者募集要項が決定し、１１月１５
日（金）から入学志願者に交付されている。
募集人員、試験期日、試験場、合格発表日などは次の

とおりである。
募集人員
文科一類 ６０５人 前期日程 ５４４人 後期日程 ６１人
文科二類 ３６５人 前期日程 ３２７人 後期日程 ３８人
文科三類 ４８５人 前期日程 ４３２人 後期日程 ５３人
理科一類１，１４７人 前期日程１，０２５人 後期日程１２２人
理科二類 ５５１人 前期日程 ４９２人 後期日程 ５９人
理科三類 ９０人 前期日程 ８０人 後期日程 １０人
計 ３，２４３人 前期日程２，９００人 後期日程３４３人

出願期間
平成１５年１月２７日（月）～平成１５年２月５日（水）ま

で
試験期日
前期日程 平成１５年２月２５日（火）・２６日（水）・２７日

（木）
後期日程 平成１５年３月１３日（木）・１４日（金）

試験場
前期日程

後期日程

合格者発表
○ 第１段階選抜合格者発表
前期日程
合格者発表は、平成１５年２月１２日（水）午後１時頃、

本郷地区構内に合格者の大学入試センター試験「受験
番号」及び「試験場コード」を掲示する。
後期日程
合格者発表は、平成１５年３月１０日（月）午後１時頃、

研究科名 応募者数 採用者数 主な渡航先

人文社会系
研 究 科

１ １ 台湾

教育学研究科 ３ １ 中国

経済学研究科 １ １ 台湾

総 合 文 化
研 究 科

１５ ３ マルタ，インド，ス
ウェーデン・アメリ
カ

理学系研究科 ５ ２ ドイツ，アメリカ

工学系研究科 ５ ３ アメリカ，ベルギー

農学生命科学
研 究 科

７ ２ アメリカ

薬学系研究科 １ １ アメリカ

新領域創成
科学研究科

４ １ アメリカ

情報理工学系
研 究 科

２ １ 台湾

科 類 第２次学力試験試験場

文科一類
文科二類
文科三類

東京大学 教養学部

理科一類
理科二類
理科三類

東京大学 法・文・経済・教育・薬
医・理・工・農の各学部

科 類 第２次学力試験試験場

文科一類
文科三類
理科二類
理科三類

東京大学 法学部

文科二類 東京大学 経済学部

理科一類 東京大学 工学部
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本郷地区構内に合格者の大学入試センター試験「受験
番号」及び「試験場コード」を掲示するとともに、電
子郵便（レタックス）により合格者には「合格通知書」
を、また、不合格者には、「不合格通知書」を送付す
る。

○ 合格者発表
前期日程
合格者発表は、平成１５年３月１０日（月）午後１時頃、

本郷地区構内に合格者の第２次学力試験受験番号を掲
示するとともに、合格者には電子郵便（レタックス）
により「合格通知書」を送付する。
後期日程
合格者発表は、平成１５年３月２３日（日）午後１時頃、

本郷地区構内に合格者の第２次学力試験受験番号を掲
示するとともに、合格者には電子郵便（レタックス）
により「合格通知書」を送付する。

募集要項の交付
本郷地区においては各学部事務部窓口、駒場地区にお

いては教養学部等教務課窓口で交付を行っており、郵送
での受付は事務局学生部入試課において行う。
テレホンサービス
募集要項の請求方法（郵送）、出願状況（出願者数及

び倍率）並びに追加合格の有無等について、テレホン
サービス（電話番号：０３－３８１８－９９００）を行う。

（入試課）

平成１４年度総合研究博物館学芸員専修コース

総合研究博物館は、平成１４年度学芸員専修コースを実
施した。
これは、毎年開催されている国内の博物館及び博物館

相当施設で働く専門の職員を対象とした講座で、今年度
は１１月１１日（月）から１５日（金）まで行われた。
今年度の内容は、東京都教育庁の学芸員小田静夫氏が

採集した南太平洋の考古民族資料を材料として、オセア
ニア地域の歴史や文化を伝えるミニ展示を組み立て、総
合研究博物館の一室で一般公開をするものである（第１０
回新規収蔵品展）。２日間、オセアニア地域の歴史や文
化について学んだ後、受講生が討論の上、展示のコンセ
プトや手法を決定し、展示制作を行った。
限られた時間の中、展示は見事に完成したが、講師か

ら様々な反省点が指摘された。受講生の一人は、この指
摘を今後の仕事に生かしていきたいと述べていた。

第１０回総合研究博物館新規収蔵品展
『「モノ」は私のフィールド・ノート

小田静夫氏旧蔵南太平洋考古民族コレクション』展
会 場：総合研究博物館
会 期：２００２年１１月１８日（月）～１２月２０日（金）

土・日休館
開館時間：午前１０時～午後５時（ただし入館は４時３０分

まで）
入 場：無料
問い合わせ：ハローダイヤル ０３―５７７７―８６００
ホームページ：http:／／www.um.u―tokyo.ac.jp／

（総合研究博物館）
専修コースの様子
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! 部局ニュース "

大学院教育学研究科・教育学部留学生見学旅
行実施される

１０月２３日（水）・２４（木）に、大学院教育学研究科・教
育学部の外国人留学生見学旅行が実施された。昨年度は
日帰りのバス見学旅行であったが、今年度は東大山中寮
（スポーティア山中）に１泊して、富士山、富士五湖、
勝沼方面への旅行となった。
現在、本研究科・学部には８ヶ国、７５名の外国人留学

生が在籍しているが、その内留学生２６名、家族１名、
チューター１名、渡部洋研究科長、留学生担当講師ら教
官・事務職員１１名の計３９名が参加した。
大型バス１台で、河口湖を経て、富士山５合目へ向

かった。道中あいにく霧であったが、錦に染まった紅葉
が我々の目を楽しませてくれた。ちょうど５合目へバス
が到着するころ、にわかに霧が晴れ渡り初雪を頂いた富
士山頂がくっきりと姿を現わした。そのドラマチックな
自然の演出に、一同感動に浸った。
雲上の世界を後にし、山中湖に向かった。そこで、農

学生命科学研究科附属富士演習林の見学を行った。千島
茂技官には、演習林の運営や研究活動について貴重なお
話を伺いながら１時間ほど案内して頂いた。森を育てる
ことの意味と今後の教育のあり方について考えさせられ
た。また、留学生旅行での演習林の見学は初めてという
ことも判明した。
東大山中寮に入り、夕食後に懇親会を行った。留学生

の発案で「しりとり」ゲームなどを全員で楽しみ、留学
生どうしだけでなく、教職員との間でも交流が広がった。
１０月というのに、東京の真冬なみの寒さで、懐かしささ
え感じさせる木造の寮の夜は大変冷え込んだが、こたつ
に入って深夜までの歓談が続いた。
夜に降り出した雨は、翌日出発の頃には上がり、忍野

八海で天然記念物の湧水群を見学した。その後、一面に
ぶどう畑がひろがる勝沼を訪れた。甲斐の国の郷土食ほ
うとうに舌鼓を打った後、ワイン工場を見学した。試飲
のワインだけでほろ酔い気分になった人もいたが、特に
事故や病気もなく、美しい自然の中での楽しい思い出を
胸に刻みながら、夕方には本郷に到着した。
１泊の旅行というのは、本研究科では初めての試みで

あり、予算的にも厳しい面があったが、留学生にとって
大変貴重な体験となったことであろう。参加した留学生
からは来年もぜひ続けてほしいという強い要望があった。

（大学院教育学研究科・教育学部）

先端科学技術研究センター自衛消防隊表彰さ
れる

秋の火災予防運動にあたり、先端科学技術研究セン
ター自衛消防隊は、「自衛消防の重要性を深く認識し自
衛消防活動体制の確立を図るとともに積極的に訓練に励
み災害の防止に寄与したその功労が顕著であった」とし
て、１１月１３日（水）、東京消防庁指導広報部長より消防
隊長である南谷センター長に表彰状が手渡されました。
同消防隊は、今年度、目黒区自衛消防審査会において

千島技官の話に聞きいる留学生等

富士山五合目にて

表彰状を受け取る南谷センター長
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も生産技術研究所自衛消防隊とともに優秀賞の表彰を受
けており、今後の活躍が期待されるところではあります
が、「活躍の場はないほうがよい。」がもっぱらの意見の
ようです。

（先端科学技術研究センター）

! 掲示板 "

総合研究博物館［小石川分館］開館１周年記
念特別展
「MICROCOSMOGRAPHIA―マーク・ダイオンの『驚

異の部屋』」

このたび総合研究博物館は、小石川分館の開館１周年
を記念して、特別展「MICROCOSMOGRAPHIA―マー
ク・ダイオンの『驚異の部屋』」を開催する運びとなり
ました。
マーク・ダイオンは１９６１年米国マサチューセッツ州に

生まれ、ニューヨークを中心に活動している美術家です。
２０代から国内のアート・シーンで注目を集めてきたダイ
オンは、１９９０年代に入り国際的な舞台で光彩を放ち、い
まや欧米の主要な美術館・博物館の寵児の１人とされて
います。ダイオンは狭い意味での「現代美術」の枠に囚
われることなく、広く自然環境や社会生活という視点か
ら、人間と自然の関係、現代における「知」のあり方を
問い続けてきました。彼の仕事は大勢のボランティアと
ともにフィールドをハンティングし、採取した様々な自
然物や人工物を独自の視点から分類し直し、虚実の入り
交じった擬似的な博物学的小宇宙を再構成することを基
本としています。
本展は東京大学の所蔵する様々な学術標本を中心に構

成されます。マーク・ダイオンは総合研究博物館の「博
物館工学ゼミ」に集う学生・院生を中心とするプロジェ
クト・チームと対話を重ね、相互の協力のもとにインス
タレーションを実現しました。「東京大学コレクション」
を今日の社会的・文化的な文脈のなかで、アートとして
どのように組み立て直すのか、これが今回のインスタ
レーションの課題です。東京大学が１２０年を超える歴史
のなかで蓄積してきた多種多様な学術標本のインスタ
レーションは、現代のミュージアムの原型とも言われる
「ヴンダーカマー（驚異の部屋）」すなわち、近世ヨー
ロッパで王侯貴族や自然科学者が情熱を燃やした珍奇物
の宝庫の驚異的な側面と、コレクションにかける人間の
理性では割り切れぬ不思議な魅力とを、同時に彷彿させ
てくれるに違いありません。
この機会に、ミュージアムの「原風景」を科学と芸術

の関わりから掘り下げることで、広く世界の公衆に鮮烈
な印象を与え続けてきたマーク・ダイオンの仕事を紹介
することは、ミュージアムのみならず科学や芸術の新し
い魅力と可能性を発見する試みとして、時宣に適うこと
と考えます。

■概要
タイトル：マーク・ダイオン展―マーク・ダイオンの

「驚異の部屋」
英文タイトル：

MICROCOSMOGRAPHIA―Mark Dion’s
“Chamber of Curiosities”

会 期：２００２年１２月７日（土）～２００３年３月２日（日）
会 場：総合研究博物館小石川分館

（東京都文京区白山３―７―１、地下鉄丸の内
線茗荷谷駅下車）

開館時間：午前１０時～午後４時３０分
（入館は午後４時まで）

休 館 日：月曜（ただし１月１３日を除く）及び１２月２５日
～１月５日、１４日

入 場 料：無料
主 催：総合研究博物館、朝日新聞社
協 賛：フィリップモリス株式会社
後 援：アメリカ大使館
問い合わせ：ハローダイヤル TEL０３―５７７７―８６００

２００２年９月１３日の小石川分館でのミーティング風景。ス

タッフの初顔合わせの場となり、プロジェクトの構想、

作業分担、段取りなどについて話し合いがもたれた。

３０名を超える参加者が展示物を索めて学内各所を歩き回

り、約１ヶ月のあいだに１，０００件近いドキュメントが蓄

積された。これらの学術廃棄物は９つの「圏」に分別さ

れ、ダイオンの博物学的小宇宙の構成物となった。

№１２５０ ２００２．１１．２７
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ホームページ：http:／／www.um.u―tokyo.ac.jp／
（総合研究博物館）

第５回人工物工学研究シンポジウム
―サービス工学の鼓動―

開催日時：２００２年１２月４日（水）１３：００～１７：３０
会 場：先端科学技術研究センター４号館２階 講堂
主 催：人工物工学研究センター
共 催：大学院工学系研究科・工学部
平成１４年度より第 期を迎えた人工物工学研究セン

ターの第２回目のコロキウムとして、今回はサービス工
学を主題とします。今後の社会においては、人工物によ
る量的な充足に替わる質的な充足を求めることが必要で
あり、このことを実現する一つの鍵は、「脱物質化」で
あると言われています。脱物質化とは、人工物を「サー
ビス」を供給するためのチャネル（道具・装置・デバイ
ス）であると考え、価値の対象をモノからサービスへと
移行させることを意味し、この内容を総括的かつ工学的
に議論することを目的とする「サービスエ学」は、人工
物のサービス・チャネルとしての付加価値を増大する
サービス開発のための工学であると定義されます。本コ
ロキウムでは、サービスの工学的側面に対するさまざま
な話題について各方面の専門家からご講演をいただき、
旧来の工学からの脱皮をめざす人工物工学の一研究課題
について討論する場を設定いたしました。奮ってご参加
下さい。

―以下、プログラム―
１２：００ 受付開始
１３：００ 開会挨拶―コロキウムの狙い―

新井民夫（東京大学人工物工学研究センター長）
◎講演１「サービス工学への期待」
座長 岩田修一（東京大学）

１３：１０ 設備ライフサイクル管理とメンテナンスサービス
高田祥三（早稲田大学）

１３：５０ デルの顧客サービスモデル
大石泰広（DELL）

１４：２０ Bitwayデジタルコンテンツ流通事業のご紹介
藤沢 修（凸版印刷）

＊１４：５０―１５：０５ 休憩
◎講演２「サービス工学の現状」
座長 上田完次（東京大学）

１５：０５ サービスモデリングの必要性
坂尾知彦（三菱総合研究所）

１５：３５ サービス・モデリング
下村芳樹（東京大学人工物工学研究センター）

＊１６：０５―１６：１５ 休憩
◎講演３「新サービスの潮流」
座長 下村芳樹（東京大学）

１６：１５ 建築におけるサービス・プロバイダー化の試み
野城智也（東京大学）

１６：４５ サービス創造のためのロボティクス
浅間 一（東京大学人工物工学研究センター）

１７：１５ 閉会挨拶
新井民夫（東京大学人工物工学研究センター長）

◎参加お申し込み・お問い合わせ先
人工物工学研究センター内
第５回人工物工学コロキウム事務局
担当：下村研究室 羽根・藤本
〒１５３―８９０４ 東京都目黒区駒場４―６―１
TEL：０３―５４５３―５８９１ FAX：０３―３４６７―０６４８
e-mail：hane／fujimoto@race.u―tokyo.ac.jp
http:／／www.race.u―tokyo.ac.jp

参加御希望の方は、氏名・所属・連絡先を明記の上、
上記コロキウム事務局宛にお申し込み下さい。また、会
場定員の都合上、お早めにお申し込み頂けますよう、お
願い申し上げます。

２００２．１１．２７ №１２５０
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! 訃 報 "

原澤 道美 名誉教授

本学名誉教授原澤道美先生は平
成１４年９月２１日に逝去なされまし
た。享年７６歳でした。先生は、大
正１５年３月１６日にお生まれになり、
昭和２３年に東京帝国大学医学部医
学科をご卒業後、内科学第三講座
にて、沖中教授の御指導のもと内
科学の研鑚をつまれました。昭和
３０年「呼吸奇病学に関する研究」によって東京大学から
医学博士の学位を授与されました。昭和３２年、特別研究
員としてアメリカ合衆国ニュ－ヨーク州バッファロー大
学慢性肺疾患研究所に留学、肺高血圧の研究に従事され
ました。昭和３５年、帰国と同時に群馬大学第一内科（七
条教授）の講師に着任されましたが、昭和３７ 年東京大
学老年病学教室助手に、昭和３９年東京大学老年病学教室
講師となられました。昭和４３年東京大学医学部助教授、
ついで昭和５４年東京大学医学部教授に任ぜられ、老年病
学講座を担当し、わが国の老年医学の進歩と成熟に力を
注がれました。同時にsubspecialityとして呼吸器病学の
診療と研究に従事され、日本に老年呼吸器病学という新
しい学問領域を確立され、わが国の老年医学、呼吸器病
学において数多くの有能な人材を育成されました。
この間、昭和５６年から昭和５７年までの１年間は東京大

学総長補佐、ついで昭和５８年から昭和６０年までの２年間
は東京大学医学部附属病院長に就任され、学生や教職員
の指導に献身的努力を傾け、紛争後の大学の秩序回復と
維持に尽力され、東京大学ならびに医学部の発展に貢献
されました。
学会においては、多くの演題報告、特別講演、シンポ

ジウムを担当されたほか、日本内科学会、老年医学会、
胸部疾患学会、結核病学会、脈管学会、自律神経学会、

動脈硬化学会、骨代謝学会、などの理事、評議員、各種
役員を委嘱される等、常に学会の発展に寄与され、わが
国の医学会における指導的な役割を果たされました。学
外においても、文部省学術審議会専門委員会、厚生省中
央薬事審議会、学術会議、胸部疾患連絡会、総理府学術
技術会議専門委員会等、諸々の審議会、委員会の委員と
して国家行政に寄与されました。国際的にも、先生は国
際老年学会の理事として長年に渡り活躍され、また、国
際胸部医学会日本支部会のガバナーとして呼吸器病学の
国際化に大きく貢献なさいました。昭和５７年第２２回日本
胸部疾患学会総会会長、昭和５８年第３０回国際胸部医学会
日本支部会会長、昭和６０年第２７回日本老年医学会会長と
して、学会を主催されました。さらに、アジア・オセア
ニア地域に呼吸器疾患を研究する学術機構がなかったた
め、あらたにAsian Pacific Society of Respirology

（APSR）を結成し、その初代会長として、第１回の
APSR総会を東京で開催されました。
先生は昭和６１年東京大学を停年退官されましたが、退

官後は、昭和６１年から平成６年まで東京逓信病院長とし
て同院の管理、運営に尽力されました。先生の３５年間の
長きに渡る医学教育研究の発展への尽力、なかんずく東
京大学教授としての在任７年間における功績、そして、
我が国の老年病学、呼吸器病学の指導者として内外に残
した赫々とした御業績に対して、平成８年勲二等瑞宝章
が授与されました。
先生の御逝去は後進にとりまして医師、医学者の進む

べき方向を示す重要な道標を失ったとの感を深く致して
おります。ここに長年にわたる先生のご指導に心からの
感謝を申し上げますとともに、謹んで哀悼の意を表し、
ご冥福をお祈り申し上げます。

（大学院医学系研究科・医学部）

森口 繁一 名誉教授

東京大学名誉教授森口繁一先生
は、９月２１日に体調が変化し入院
され、１０月２日の深夜に逝去され
ました。
森口繁一先生は、昭和１３年３月

に東京帝国大学工学部航空学科を
卒業され、直ちに東京帝国大学工
学部講師として奉職、その後陸軍
航空技術学校教官を経て、昭和１９年１２月東京帝国大学助
教授に任ぜられ、同３１年３月東京大学教授に就任されま
した。以後、昭和５２年に東京大学を定年退官されるまで
の３９年間、数理工学という新分野の開拓と確立に貢献さ
れ、さらに情報工学の重要性を予見して教育研究をお進

めになり、独創的な研究と後進の育成を通じて、工学の
発展に尽力されるとともに、とくに本学における情報関
連の研究教育体制の整備に貢献されました。
先生は、数理統計学および統計工学の分野で数々の論

文を発表されるとともに、その理論の品質管理への応用
にも力を注がれ、それらの業績によって昭和３０年にはデ
ミング賞を受賞されました。また、数値解析学の分野で
の先駆的な研究成果に対して、昭和６２年に山内業績賞を
受けられました。さらに、情報工学分野においては、い
ち早くコンピュータ技術、ソフトウェア技術の重要性を
洞察され、新しい工学としての情報工学を成熟させる礎
を築かれました。また、１９５０年頃の米国留学の機会に各
地の計算機を視察し、重要性を認識されていたことから、
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１９５９年には工学部電子計算機TACの運転開始時のライ
ブラリ整備を始めとし、プログラミング教育に情熱を注
がれ、教育用計算機センターの設置に注力されて、１９７２
年初代センター長として学内の情報教育環境の整備に尽
力されました。東京大学における情報の教育教育にいち

早く取り組まれた先生のご見識に深く感歎するものです。
先生はこれらのご業績に対して、昭和５３年には藍綬褒

章、平成２年には勲二等旭日重光賞を受けておられます。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

（大学院工学系研究科・工学部）

内田 豊 名誉教授

本学名誉教授内田豊先生は、去
る８月１７日に逝去されました。享
年６８歳でした。先生は、東京大学
物理学科を卒業され、昭和３７年１０
月に東京大学理学部助手に採用さ
れました。証大和４０年１１月に東京
大学東京天文台に移られ、助手、
講師、助教授を経て昭和５３年８月
に教授に昇任されました。昭和６２年４月に東京大学理学
部教授に転任され、平成６年３月に停年退職されるまで、
理学部天文学教室において、研究と後進の指導教育に努
められました。平成６年４月からは、東京理科大学理学
部教授に就任され、平成１４年８月まで研究指導と教育に
努められました。
先生は宇宙電磁流体力学の分野において多くの先駆的

な業績を挙げられました。特に太陽表面におけるダイナ
ミックな諸現象の研究では、電波バーストの発生原因と
して高速電子流と電磁流体衝撃波の二つを特定したこと、
電磁流体波動によるコロナの加熱機構の研究、太陽表面
の振動現象の研究、コロナの磁場構造の数値モデルの構
築などで草分け的な役割を果されました。中でも、コロ
ナ中を伝わる電磁流体衝撃波の研究は広く世界に知られ、
今でも教科書に書かれる標準理論としての地位を保って
います。
平成３年に文部省宇宙科学研究所が打ち上げた太陽観

測衛星「ようこう」においては、その計画の立案に大き
な役割を果たされ、打ち上げ後は科学研究チームの責任
者として研究の促進に尽力された。「ようこう」は１０年
あまりにわたって観測データを収集し、多くのめざまし
い研究成果を生み出して太陽研究の新時代を切り拓きま
した。先生御自身も「ようこう」の観測データを用いて、
太陽の活動領域からの質量損失、フレア爆発の四重極磁
場モデルなど、ユニークな研究成果を挙げて学界の注目
を集められました。
さらに先生は、コンピュータ・シミュレーションの発

展性、コンピュータ・グラフィックスによる計算結果の
可視化の重要性に早くから注目し、広く宇宙で生起する
様々な活動現象のしくみを電磁流体数値シミュレーショ
ンにより次々と明らかにされました。太陽コロナを伝わ
る電磁流体衝撃波のシミュレーション、太陽コロナの磁

気ループを伝わる電磁流体波動のシミュレーションを皮
切りに、星間ガスから恒星が形成される時に見られる降
着円盤と双極流について、電磁流体力学的モデルを世界
で初めて提案されました。先生はそのモデルを国立天文
台野辺山宇宙電波観測所の４５メートル電波望遠鏡を使っ
て観測的にも実証され、また最近では国立天文台ハワイ
観測所のすばる望遠鏡を用いて一層の観測的裏付けを進
めて来られました。このモデルも先生の、他の追随を許
さない優れた着想によるもので、学界で高く評価されて
います。
このような研究教育活動の傍ら、先生が、これまで歴

任された役職・委員の数は枚挙にいとまがありません。
中でも、東京天文台が国立天文台に改組されるに当たっ
て、東京天文台内での改組準備作業に中心的な役割を果
たし、その改組によって東京大学に新設された天文学教
育研究センターの初代センター長（昭和６３年―平成２年）
を務められたことは、我が国の天文学の教育研究体制の
大きな変革期に先生が指導的な役割を果たされたことを
如実に示しています。東京大学理学部に移られた後は、
理学系研究科天文学専攻長を含め理学部及び全学の各種
委員を歴任されました。
また先生は、国際天文学連合の役員、いくつかの国際

学術誌の編集委員、多くの国際会議の組織委員などを務
められ、国際的に著名な天体物理学者として大活躍され
ました。先生は日本天文学会においても、欧文報告編集
長や理事長として日本の天文学発展のために重責を果た
され、さらに、広く我が国の科学行政にも重要な貢献を
されて来られました。
東京理科大学に移られてからは計算科学フロンティア

研究センター（平成８年設立）の発足に主導的役割を果
たされ、若手研究者を指導して電磁流体シミュレーショ
ンの一大研究グループを形成されました。太陽、恒星の
電磁流体力学現象に止まらず、もっとスケールの大きい
活動銀河中心核のジェット現象にまで及ぶ広範囲の宇宙
電磁流体力学の分野で成果を挙げつつあった矢先の先生
のご逝去は誠に残念でなりません。
ここに先生のご功績とお人柄を偲び、こころより先生

のご冥福をお祈り申し上げます。
（大学院理学系研究科・理学部）

２００２．１１．２７ №１２５０
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杉 二郎 名誉教授

本学名誉教授の杉二郎先生は、
平成１４年９月２４日午前０時４０分頃
ご逝去されました。享年８９才でし
た。先生は昭和１３年に東京帝国大
学農学部農業土木学科を卒業され、
同年大蔵省専売局に赴任されまし
た。昭和２０年に東京大学講師を併
任され、昭和２２年から助教授、昭
和２９年からは教授を併任され、昭和４４年には日本専売公
社総務理事を退任され、本学専任になられました。この
間、先生は海水工学の研究に従事され、塩田製塩につい
ては入浜式塩田の改良、流化式法の開発、ついで塩田を
用いない海水直煮法、イオン交換膜電気透析法による純
工業的製塩法の新技術開発に関する基礎的ならびに実用
的研究を行い、学術的、社会的に多くの成果を得られま
した。これらの研究業績に対し、昭和２７年には農学賞が
授与されております。
その後、塩田の廃止、生物環境調節の必要性から生物

環境調節施設（バイオトロン）に関する研究を開始され、
その設計の基礎的研究に成果をあげられました。これら
バイオトロンを用い、「生物と環境」についての生理生
態学的基礎研究を行い、さらに農業生産の場における環
境と作物の相互作用を計測し、その最適環境を探る生物
環境調節工学の分野を開拓されました。これらの研究業
績に対し、昭和４９年には紫綬褒章が、昭和５８年には勲二
等瑞宝章が授与されております。
昭和４８年には東京大学を定年退官され、その後東京農

業大学に移られ、研究を続けられました。先生は、卓越

した先見性で新しい研究領域を開拓され続けて来られま
したが、同時に、自らの研究領域だけではなく、ひろく
学術一般を俯瞰され、先導的役割を担われました。日本
学術会議第六部長（５期）、日本学術振興会理事（４期）
をはじめ、文部省学術審議会委員や文部省大学設置審議
会委員など、数々の学術関係の要職を歴任され、日本の
学術の発展に貢献されました。
また、国際交流といえば、いわゆる先進国との交流が

主流であった時代に、発展途上国との積極的な学術交流
の必要性を提唱し、その制度的確立に熱意を注がれ、拠
点大学方式を創設されました。自らも国際共同研究を実
施され、塩性植物であるマングローブの生理生態に関す
る基礎研究やそのエネルギー資源化など非常にユニーク
な応用研究を展開されました。これらの研究業績に対し、
タイ国からタイ国農学会名誉会員に推されたのをはじめ、
インドネシアやフィリピンから数々の名誉博士の称号や
賞が贈られております。
先生は幅広い豊富な学識と優れた見識をもって、農学

分野をはじめ、その関連分野においても、創始者として
学術上極めて顕著な業績をあげられるとともに、学術全
般を俯瞰する立場から日本の学術発展に大きな足跡を残
されました。また、先生の薫陶を受けた多くの後進を送
り出し、教育界さらに産業界にも大きな業績を残されま
した。
ここに慎んで、哀悼の意を表し、杉二郎先生のご冥福

をお祈り申し上げます。
（大学院農学生命科学研究科・農学部）

№１２５０ ２００２．１１．２７
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磯田 進 名誉教授

本学名誉教授 磯田進先生は、
去る１１月４日（月）、ご病気のた
めに逝去されました。享年８７歳で
した。
先生は、１９１５年京都府に生まれ、

１９３９年東京帝国大学法学部法律学
科をご卒業後、同学部助手として
採用された後、東京大学東洋文化
研究所嘱託、東亜研究所嘱託、政治経済研究所研究員、
法務庁事務官を経て、１９４９年東京大学社会科学研究所助
教授、１９５７年同研究所教授に任ぜられました。その後
１９７５年に退官されるまで１８年間にわたり社会科学研究所
私法部門の研究を担当されました。退官された後も、日
本大学法学部において１０年間教鞭をとり続けられました。
先生の学問的功績として数えるべき第一のものは、戦

後の法社会学の発展に対する貢献です。先生は、近代的
な法典システムと現実の日本社会との間に生まれた
ギャップに着目され、戦前から農村の社会構造を対象と
して多くの実態調査を実施されました。村落構造に関す
る理論は学界から高い評価を受けましたが、同時に、異

なる隣接分野の専門家が共同して調査を組織化するため
の方法を開発する上でも先駆的な役割を果たされました。
毎日学術奨励金が与えられた「村落構造の研究―徳島県
木屋平村」（編著、１９５５年）がその代表的成果でありま
す。
労働法学の発展に対してなされた貢献も顕著でありま

した。戦後初期の「日本の労働関係の特質－法社会学的
研究」（１９５０年）から「労働協約」（１９７３年）に至るまで、
先生は一貫して日本の労働法の基本原理を、労働関係が
有する法社会学的な特質を背景として考慮しながら明ら
かにしようとされました。それらの業績は、労働法学の
みならず判例法の形成にも大きな影響を与えました。
先生はまた、日本法社会学会の設立（１９４７年）に加わ

り、同学会の監事を勤められた他、日本労働学会におい
ても１９６２年以降理事としてその運営に力を注がれました。
日本学術会議比較法学研究連絡委員会委員や文部省学術
奨励審議会委員などとしても幅広い活躍をされました。
ここに、先生の豊かな学識と暖かいお人柄を偲び、謹

んでご冥福をお祈り申し上げます。
（社会科学研究所）

２００２．１１．２７ №１２５０
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（淡青評論は、学内の職員の方々にお願いして、個人の立場で自由に意見を述べていただく欄です。）

ノーベル賞雑感

今年も、ノーベル賞の話題がマ
スコミをにぎわせた。科学に携わ
る者として、それなりの感慨や意
見感想のようなものはあるのだが、
ここでその論評をするつもりはな
い。我が国の報道ではプロフィー
ルの紹介程度ですっかり小柴さん
の陰に隠れてしまったが、その物
理学賞の同時受賞者にペンシルベ
ニア大学名誉教授のレイモンド・デービス教授
の名があったことで、ふと思い出したことがあ
る。
古い話で恐縮だが、１９７０年代後半の４年間を
私はイェール大学でポスドク生活を送った。そ
のときの研究テーマの一つで、私は放射性炭素
年代測定装置を組み上げようとしていたのだが、
過去に経験がなくその方面の知識には全く疎
かった。そんなわけで主幹教授の計らいで、あ
る日、大学院の学生たちとともにロングアイラ
ンドにあるブルックヘブン国立研究所の関連す
る研究室を見学させてもらうことにしたのであ
る。ポンコツの車を３―４時間運転してたどり
ついたその研究所では、白衣姿の物静かな初老
の紳士が対応してくれたのだが、それがデービ

ス教授だった。とくに指一本ぐらいの手作りの
ガラス容器で気体を封じ込めて測る放射線検出
器を見せてもらい、その操作や原理について懇
切丁寧に説明していただいた。当時、私は

ニュートリノという言葉を聞いた
ことがある程度で、まして日本の
研究が最先端を行っているなど知
るよしもなかった。また、そのガ
スカウンターがニュートリノの研
究にどう役だっているのかも全く
わからなかった。そんなトンチン
カンな私や学生たちにも、かみ砕
いて親切に説明してくれたことが

とくに印象深かった。私自身はというと心寒い
限りで、そのときの内容を半分ぐらい理解でき
ただろうか。一方、デービス教授はというと、
その実験を行っている老練の技官から「手が汚
れているので洗いなさい！」と注意され、子供
のようにすごすごと従っていたことが妙に記憶
に残っている。
もちろん、米国の有名大学には、何人もの
ノーベル賞受賞科学者がいることはけしてめず
らしいことではない。しかし、そのデービス教
授の人柄の回想からは、「飾らないこと」、「偉
そうぶらない」ことも、今年のノーベル賞受賞
の要件であったかのような印象を受けたのであ
る。

（海洋研究所 野崎義行）

この「学内広報」の記事を転載・引用する場
合には、事前に広報委員会の了承を得、掲載し
た刊行物若干部を広報委員会までお送りくださ
い。なお、記事についての問い合わせ及び意見
の申し入れは、総務課広報室を通じて行ってく
ださい。

№１２５０ ２００２年１１月２７日

東 京 大 学 広 報 委 員 会
〒１１３―８６５４東京都文京区本郷７丁目３番１号

東京大学総務課広報室 !（３８１１）３３９３
e―mail kouhou@ml.adm.u―tokyo.ac.jp
ホームページ http:／／www.u―tokyo.ac.jp／index―j.html

◇広報室からのお知らせ
平成１４年度「学内広報」の発行日及び原稿締切日を、東京大学のホームページに掲載しました。
URL：http:／／www.adm.u-tokyo.ac.jp／soumu／soumu／kouhou.htm

〔訂正〕
「学内広報」№１２４９（２００２．１１．１３）２３頁の記事で、「舘 住」 は「舘 璋」の間違いでした。

№１２５０ ２００２．１１．２７
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『学内広報』第１２５０号記念特集号の刊行にあたって

東京大学副学長 廣渡清吾

本号をもって、『学内広報』は１２５０号を迎えることになった。その名も『資料』として第１号が刊行されたのは、１９６８
年１０月４日。それから３４年が経過したことになる。
この間、第１００号（１９７１年）「座談会：外からみた東大」、第６００号（１９８３年）「東京大学の国際化－歴史・現状・課題」、

第１０００号（１９９４年）「開かれた大学」など、１００号ごとに記念号が刊行されてきた。
学外広報誌『淡青』が発刊されるようになってからは、特集記事を『学内広報』で扱う必要性も小さくなったせいか、

１１００、１２００号の時点は特集号が組まれなかった。
１２５０号という数字は、中途半端の感がなくもないが、１１００号、１２００号で特集を組まなかったこと、そして、今、国立
大学のあり方がさまざまな形で論じられていることもあり、大学の広報活動の来し方行く末を考える一つの機会として
本号を記念特集号として刊行することにした次第である。
学内外の読者のみなさまから、『学内広報』の今後の展開について、今後ともより一層忌憚のないご批評・ご意見を

いただきながら、内容の改善に努めていきたいと思う。
・ ・ ・

第１部 東京大学の広報活動を振り返る

‚ 『学内広報』の第１号

このたび１２５０号の発行にいたった『学内広報』の第１
号は、その名も『資料』と題して、１９６８年１０月４日には
じまりました。『東京大学百年史 通史 三』（８７５頁）
に、『資料』刊行の経緯、及び弘（広）報委員会の設置
につき、次のように記述されています。

『資料』は、「紛争の拡大とともに、なんらかの全学
的な情報媒体が必要だという気運が高まり、学部長会
議において、一九六八年七月頃からこの問題を論議し
た結果、同下旬にその必要を認め、とりあえず辻清明
法学部長（当時）にその具体化を任せる申合わせが行
われた。それにもとづいて、同法学部長は八月中旬に
さしあたり数名の教官に非公式に協力を要請して、ま
ず緊急を要する学内配布用の大学側文書若干の編集発
行を行った。その後これらの活動の結果にもとづいて、
１０月４日に『資料』第一号を発行する運びとなったも
ので」、その目的は、「紛争の全部的規模への拡大にと
もなう教官側の情報の不足や流通不備を補うために、
『教官のひとりひとりが、大学の当面する問題につい
て、全学的な視野に立って判断を下して行く上での資
料として』、おもに各学部における紛争の事実的経過
のできるだけ客観的な記録を、随時全教官に知らせる
ことに置かれ」た。その後十一月に入って弘報委員会
が設置され、第四号以降は弘報委員会の手によって発
行された。

『資料』は、もっぱら学生運動対策に関する各部局の
決定事項の、他部局への情報流通のために作られたよう
です。それまでの各部局の独立性の強さがうかがわれま
す。

№１２５０ ２００２．１１．２７

2



„ 『学内広報』への衣替え

『資料』として発刊した東大広報誌は、１９６９年７月１４
日発行の第３８号から『学内広報』へと衣替えし（前頁に
図版）、今日にまでいたっています。第３８号巻末の〔お
知らせ〕では『資料』から『学内広報』への切り替えに
ついて、次のような説明があります。

学内の出来事を、できるかぎり客観的に伝えるとい
う編集方針は「資料」と変わりませんが、学内外の情
勢の変化に伴い、学生と大学との間の問題を主として
扱ってきた、これまでのいわば「事件」中心の編集か
ら、全学的関心を呼ぶ各種の問題をもとりあげる、い
わば「問題」中心の編集にやや重点を移したつもりで
す。また、これを機会に体裁も改めることにしました
が、「資料」との連続性を示す意味で発行ナンバーは
「資料」からの通し番号としました。

” 「淡青評論」のはじまり

１９７５年１０月２７日発行の『学内広報』第３０１号から、「淡
青評論」のコーナーがはじまりました。最初のうちは、
年度ごとに各部局から選ばれた執筆委員の名前がまとめ
て公表され、毎回の文章は無記名の形でした。平成１１年
度に至って１９９９年４月１２日発行の第１１６０号から記名原稿
に変わりました。なお、現在も用いられている七徳堂鬼
瓦のデザインは、１９７５年１１月１０日発行の３０３号からずっ
と変わらず用いられているものです。

» 『学内広報』表紙写真集

『学内広報』の表紙には、毎回何らかの絵、または写
真が掲げられています。こうしたレイアウトは、１９７５年
１０月２０日発行の第３００号にはじまったものです。大学で
暮らしていても、多くの方は、他部局に足を運ぶことは
少なく、キャンパス内のごく限られた一部分についてし
か知らないのではないでしょうか。表紙写真は、普段気
がつかないような場所を紹介してくれています。
例えば、１９８５年１１月５日発行の第６９３号で紹介されて

いる工学部の「おばけ煙突」。煙突は今はなくなってし
まったようですが、まったく知らない、あるいは逆に毎
日見慣れていても、そのいわく因縁を知らない施設が紹
介されているのも『学内広報』の隠れた役割の一つとい
えるでしょう。
１９８５年１２月１０日発行の第７００号で取り上げられている
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図書館屋上からの風景（写真集『東京大学の四季』によ
る）。同じ地点から撮影した現在の写真と比べてみると、
キャンパスの時間の変化がよくわかります。
また１９７８年３月３１日発行の第４００号「東大百年と学生

生活」記念特集の表紙。『学内広報』の表紙写真は、駒
場祭その他のイベントをはじめとして、大学生活の様子
をうかがう貴重な材料にもなっています。
なお、１９９４年４月１８日発行の第９８３号より、それまで

のＢ５版サイズから現在のＡ４版サイズに変わりました。

… 「東京大学ホームページ」

以前は、広報委員会の仕事といえば、もっぱら紙を媒
体とした広報活動に限られておりましたが、近年のIT
化とともに、「東京大学ホームページ」の作成もまた、
その担当のうちに入るようになりました。写真は現在行
われているホームページのトップページですが、今年度
のうちに、ホームページも大きく様変わりする予定です。

‰ 『淡青』『TANSEI』

広報委員会の活動は、学内向けの広報活動ばかりでは
なく、学外向けの広報活動をもカバーするようになって
きました。１９９９年１０月に発刊され、現在第７号までが刊
行されている和文の広報誌『淡青』、２００１年１月に発刊
された英文広報誌『TANSEI』があります。

東京大学広報ビデオ

視聴覚メディアの普及にともない、広報委員会では、
東京大学紹介ビデオを作成しています。これまでのもの
では、平成元年度、平成６年度にそれぞれ作成された
『東京大学』、平成１１年度に作成された『東京大学 学
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問の過去・現在・未来』があります。現在も新たなビデ
オを編集中です。

『学内広報』『淡青』『TANSEI』等のバックナンバー、
広報ビデオ等は、龍岡門わきの広報センターに置かれ、
閲覧が可能です。そこには各部局の作成した広報資料も
一堂に集められています。一度、これら東京大学の広報
資料に目を通してごらんになってはいかがでしょうか。
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森 裕司 大学院農学生命科学研究科教授

第２部 歴代広報委員長座談会 平成１４年９月３０日（月）山上会館特別会議室

出席者
廣渡 清吾 副学長
磯部 雅彦 大学院新領域創成科学研究科教授（平成６

年度）
高橋 進 大学院法学政治学研究科教授（平成７，８

年度）
大垣眞一郎 大学院工学系研究科長・工学部長（平成９

年度）
石川 正俊 総長特任補佐・産学連携推進室長・大学院

情報理工学系研究科教授（平成１３年度）
森 裕司 大学院農学生命科学研究科教授（平成１４年

度）
大木 康 東洋文化研究所助教授（平成１４年度学内広

報編集小委員会委員長）

○森 それでは座談会をはじめさせていただきます。私
は、現在、広報委員長をつとめさせていただいておりま
す森と申します。本日は司会進行役をつとめさせていた
だきます。はじめに学内広報編集小委員長の大木先生か
ら座談会の趣旨のご説明をお願いし、続いて今日ご出席
いただいた歴代広報委員長の４名の先生方に、古いとこ
ろから順番に、ご担当の時期で特に思い出に残ることな
どをお話いただき、それから自由討論の形で、現在の広
報活動、また将来の広報活動に対するさまざまなサジェ
スチョンあるいはご批判をいただければと思っておりま
す。そして最後に、廣渡副学長に総括をしていただいて
締めくくりたいと思います。

○大木 本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして、
どうもありがとうございます。東大の『学内広報』は本
年１１月２７日発行予定の号が、１，２５０号という切りのいい
数字になります。これまではだいたい毎１００号ごとに特
集記事を組んで、「外から見た東大」とか「東京大学の
国際化」など、大学全体に関わる大きな問題を扱ってま

いりました。対外広報誌『淡青』が発刊した今では、こ
うした問題は主としてそちらの方で扱われるようになっ
ております。それで、ここでは『淡青』ではかえって扱
われないであろう大学の広報活動そのものについて、そ
の来し方行く末について考えてみたいと思い、この特集
企画を立てた次第です。
○森 では、まず平成６年度に広報委員長をされました
磯部雅彦先生から、先生のご担当の時代にあった思い出
深い出来事、あるいは特に苦労されたことなどについて
ご紹介いただき、それとともに現在外から見ていただい
ての、ご批判、クレームなど、忌憚のないご意見を頂戴
できればと思います。よろしくお願いいたします。
○磯部 それでは、私が広報委員長をさせていただいた
平成６年度に起こったことの中から、『学内広報』に出
なかったことで、思い出となっていることについて２、
３お話しをさせていただきます。
まず、前任の広報委員長であった文学部の青柳正規先

生がレールをお敷きになって、私のときに『学内広報』
がＢ５版からＡ４版に変わりました。それで写真などを
ゆったり載せられるようになり、文字も少し大きくなっ
て、読みやすくなったかと思っております。
それから、新聞記者、マスコミの論説委員の方々と総

長が懇談をする会というのが年に１回ありますが、その
機会をとらえて何をお話ししようかと考えましたところ、
ちょうどそのとき柏の新キャンパスの問題、あるいは東
大の三局構造の問題が、非常に大きな議論になっており
ました。東京大学が大きなプロジェクトとして将来をど
う考えているのか、ということを是非論説委員の方々に
も理解していただきたいと思いまして、当時は吉川弘之
先生が総長でいらっしゃいましたが、是非にとお願いを
して、三局構造のお話をしていただきました。
その後、質疑応答になりました。私にとって非常に

ショックだったのは、ある論説委員の方から、「では柏
はいつ始まるんですか」という質問があったときのこと
です。いつから始まりますかと言われると、吉川総長と
しても、また私としても、「文部省には概算要求という
手続がありまして、私たちは鋭意お願いをしているとこ
ろですが、これが認められるのは、いつになるかよくわ
かりません」といった趣旨のお答えをせざるをえないわ
けで、途端に論説委員の方々は興ざめされたらしく、
「ああそうですか」と一言いわれました。結局、そのこ
とを取り上げて、翌日記事になったとか、あるいはその
後も論説、解説の欄に取り入れられたというようなこと
はありませんでした。
ところが、その次の年度に柏の約４０ヘクタールのキャ

ンパスのうち、３分の１、１２ヘクタール程度ですか、そ
れが取得できたということがあり、それではじめてマス
コミも本気になって大々的に取り上げるようになったの
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磯部雅彦 大学院新領域創成科学研究科教授

高橋 進 大学院法学政治学研究科教授

です。考えてみますと、もしあのときの総長のご説明を、
東京大学の大きな動きとしてとらえていれば、きわめて
高く評価されるスクープになったのではないか。マスコ
ミの方々にとってみれば、チャンスを逸したということ
ではないかと思っております。
そういうニュースの芽というのが、本当の芽なのか、

それともただのわいては消える泡のようなものなのか、
それを見極めることは、学内広報の動きの中でも非常に
難しいことだと思ったわけです。
もう一つだけお話ししたいのが、後でも出るかと思い

ますが、ホームページに関連する問題です。ワールド・
ワイド・ウェブというものがあると、私の時代が最初か
どうかわかりませんが、私が広報委員会をやっていると
きに、そういうニュースが入ってきました。
そのときに、今の情報基盤センターですか、昔の大型

計算機センターの中山雅哉先生が、これは非常に大事だ
ということで、東大としてもこういうものを立ち上げよ
うと、自主的に議論をしてくださって、そこから東大の
ホームページが立ち上がったということではないかと思
います。とにかくこのウェブについては、これからのき
わめて大きな情報発信の手段でもあって、ここを充実し
ていくことは、大きな課題ではないかと思っております。

○森 それでは、続きまして平成７年度と８年度をご担
当いただいた高橋進先生からお話をいただきたいと思い
ます。
○高橋 私の時は、前年のオウム事件で日本国中大騒ぎ
になっている時で、そこである学生が勧誘をしていたと
いうことがありました。それへの対応として、担当の学
部でも記者会見をやっていただきましたし、全学的にも
いろいろ形で対応していかざるを得なかった。特に、社
会部関係の記者の方が、いろいろ独自に調べていたこと
がありまして、その確認を取りにこちらに来られました
ので、それに一体どこまで答えていいものなのかとか、
その種の問題がずっと起きておりました。
もう一つは、広報委員会には、いろいろな部局から先

生方に出ていただいているわけなんですが、結構学内の
ことをご存じない。例えば、医学部の何号館がどこにあ

るかとか、特に浅野地区になりますと、ほとんど見当が
つかないという方が結構いらっしゃいました。それで、
マイクロバスを仕立ててもらいまして、当時の大型計算
機センターですとか、そういうものを半日かけてずっと
拝見させていただいたということがあります。

○森 どうもありがとうございます。また後ほどお願い
することにいたしまして、それでは次に平成９年度にご
担当されました、大垣眞一郎先生からお話をいただきた
いと思います。
○大垣 私は、平成９年度で高橋さんの後だったのです
が、これは総長が蓮實重彦先生に代わられたときです。
ちょうど東大の１２０周年記念に当たりまして、蓮實先生
は映像の大専門家ですので、吉田喜重監督に依頼をされ
て、１２０周年記念広報ビデオがつくられました。「学問の
過去、現在、未来」という副題がついています。夏目漱
石の小説「三四郎」の主人公が、明治４１年に東大に入学
して、その過去と現在とを、映像的にも行ったり来たり
するといった物語で、三四郎が御殿下のプールのわきを
歩くとか、なかなか工夫された映像とストーリーになっ
ていました。ロケの場所を吉田監督と一緒に歩いてみて、
こちらにしてみるとごく普通の実験装置を非常に喜ばれ
て映像に取り込まれたり、工学部にいる人間としては普
段なかなか立ち会えない面白い経験をしました。
もう一つの話題は、今、ホームページの話が出ました

が、私のときにホームページを公式化するという議論が
あり、今の情報基盤センター、昔の大型計算機センター
のボランティアの人がつくっておられたのを公式化する
ということで議論がはじまりました。その途端にどこが
担当するか、だれが責任を持つかなどという議論が起こ
り、取りまとめに大分苦労しました。
面白かったのは、これも私の個人的なカルチャー

ショックみたいなものですが、今使っている東京大学と
いうロゴがホームページ上にありますね。東京の京とい
う字の真ん中に棒が入っている「亰」という字体なんで
すが、あれは私の時代の前に公募して第１位だったもの
です。が、いざ公式のホームページのロゴに使うとなっ
た途端に、学内の専門の方から、あの亰は東京大学の京
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大垣眞一郎 大学院工学系研究科長・工学部長

として一度も使われたことはないし、東京大学のロゴと
して適当かどうかという学術的な議論が出てきました。
結論としては使ってもいいだろうということになったん
ですが、私みたいに雑駁な者から見ると、文字一つ一つ
を慎重に扱うということで、東京大学として公式化する
ということは、なかなか大変だなと思いまして、いい勉
強になりました。

○森 大垣先生の後を引き継がれました井上正仁先生と、
その後の広報委員長の大塚柳太郎先生は、本日所用のた
めご欠席ですので、昨年度の平成１３年度に広報委員長を
された石川正俊先生にお話を伺いたいと思います。
○石川 私が現佐々木毅総長体制の最初の広報委員長と
いうことになります。佐々木先生が施政方針演説で、積
極的な情報発信を行うという方針を出されましたので、
それに基づいていろいろなことが、かなり積極性を持っ
て取り組まれた最初の年ではないかと思います。
私の前任者は大塚柳太郎先生ですが、大塚先生の時代

にも、情報の積極的な発信ということでは、『淡青』を
発行したり、オープンキャンパスを始めたりと、ご努力
されたわけですが、それが更に進んだという時代であっ
たかもしれません。
積極的な情報発信に関連しては、二つの大きなことが

あったと思います。
一つは、こちらに廣渡先生がいらっしゃるのですが、

広報担当の副学長が指名されたことで、広報委員長と副
学長の二人三脚という形になりました。これは、結果と
して非常にいい仕組みであったような気がします。やは
り東京大学を一つの重要な発信源として認定してもらう
ためには、かなり上部の発信源が必要で、副学長を発信
源の一つとすることで情報の発信がしやすくなったと思
います。
もう一つは、情報公開法の施行にあります。情報公開

法が施行されたことで、広報体制の根幹が変わってきた
わけです。公開請求をしますと、さまざまな情報が取れ
る時代になりましたので、大学が持つ情報は、こちらか
ら発信しなくても請求があると出ていくことになったわ
けです。それを前提として広報体制を考えなければいけ

ませんので、その意味で私の代では、問われて答えるよ
うな情報発信ではよくないということで、積極的にこち
らから情報を投げかけるタイプの攻めの広報体制に徐々
にではありますけれども、変更していったということに
なります。
また、もうかなり話題に出ているんですが、電子化の

問題が、大垣先生、あるいは高橋先生のあたりを黎明期
とすれば、充実期と言いますか、成長期になったと思い
ます。例えば、電子的な情報の発信の際には検索にかか
るようにという視点なども、最近は常識的な視点になっ
ています。『学内広報』は電子化されていますが、私の
代からは検索にかかるタイプの電子化にしました。
『学内広報』がなくなるということはないかもしれま
せんが、今後電子化はどんどん進んでいきますので、電
子的な媒体が主になって、紙の媒体がおまけになる時代
が来る可能性は高いと思います。
それと、私は道半ばで森先生に引き継いでしまったの

ですが、大学全体のアイデンティティーを高めようとい
うことで、広報の視点からの統一性を何らかの方法で導
入してはどうかという投げかけをしました。大学として
さまざまな媒体があり、さまざまな情報が流れていく中
で、ある程度大学全体としてのアイデンティティーを出
していく必要がある。例えば、メディアミックスという
形ですが、メディアが複数あった場合に、それらお互い
に明確な関連がなければならず、矛盾していてはいけな
い、説明責任をきちんと果たしているという形を取る必
要が出てきたと思うんです。
そうしますと、広報委員会の中に３つの委員会がある

んですが、きちんと整理された形で複数のメディアを使
う必要性がある。しかも、その複数のメディアによって、
より広く発信されるという形をつくる必要があるだろう。
やりにくくなったと言えば、やりにくくなったのですが、
機会が増えたということでもありますので、積極的に情
報を発信するという意味で、今後推進していくべき問題
ではないかと思います。
思い出としては、カミオカンデの事故がありました。

マスコミからの注目度が非常に強かったのですが、公開
という意味では、事故の報告書を全部ホームページで公
開したことで、情報の透明性を保つことができたのでは
ないかと思います。好意的な評価と、好意的ではない評
価の分かれ道があったわけですが、公開性を高めたこと
で、好意的な方に動いてくれたかなというふうに今は
思っております。
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石川正俊 総長特任補佐・産学連携推進室長
大学院情報理工学系研究科教授

○森 それでは、私から現状について、いくつか申し上
げます。
昨年度のうちに、方針が立てられていたものでありま

すが、３つの小委員会制度も、フットワークが軽く、い
ろいろなことが同時並行で機能的に行われていると思い
ます。先ほどから話題に出ておりますホームページの充
実も、我々現在の広報委員会にとって切実で重要な問題
としてあります。いろいろ聞きますと、我が大学のホー
ムページの評判は必ずしもよろしくはない。そこで、世
界中の１００ぐらいの大学のホームページを集めてまいり
まして、広報委員会でコンペをやって、検索エンジンも
見えやすく、使いやすいのが付いているものの作製を、
今、計画しているところです。今年度までにはそれを動
かしたいと思っております。
それから、ビデオの件。蓮實先生のものはたいへん格

調高いのですが、実はあれだけ大部なものをまとめて見
ていただくのは、なかなか難しいでしょう。それで、こ
れも昨年度からスタートしておりましたが、デジタル化
を前提にした広報ビデオを今新たに作っております。こ
れはビデオとしてまとめると同時に、ウェブにも断片化
しまして、２～３分ずつのセクションで見られるような
仕組みを、年度内には立ち上げられるよう計画をしてお
ります。
そんなところが現状でございます。それでは、第２部

といたしまして、今のお話の中にもちらほらとは出てま
いりましたが、今後、あるいは現在の広報活動に対して、
何か御意見等がございましたらたまわりたいと思います。
○磯部 外部的に言えば、ホームページというのが非常
に大きいと思います。さきほど石川先生からメディア
ミックスという言葉も出てきたわけですけれども、ホー
ムページの方が今までの紙に印刷した『学内広報』に比
べると、自由度や機能性が圧倒的に高いと思うんです。
ですから、これからは、むしろホームページの方が主で
あって、そこの一部の情報が『学内広報』に出るという
考え方にしていった方が、媒体としての潜在的能力に見
合っていて、今のように『学内広報』をホームページに
載せるというのでは、まだ十分生かし切れていない面が

あるように私は思います。
今、森先生から東大のホームページを充実していくと

いうお話がありましたけれども、そのときには、コンテ
ンツをどれだけよくしていくかが勝負で、最初は枠組み
としてどういうふうに考えていくか、検索エンジンをど
うしていくかという問題も当然出てきますが、最後はコ
ンテンツとして東大らしいコンテンツ、東大しか持って
いないようなコンテンツをいかに出していけるか。そう
すると、東大全体としての広報委員会というよりは、む
しろ部局に下ろして、その部局単位ぐらいでコンテンツ
を充実させていくようにしていかないと、限界があるか
なという気がします。部局そのものもできるだけの努力
をしているわけですが、それをまた東大でまとめるとい
う意味で、コンテンツをいかに増やしていって、そこを
いかに東大全体にインテグレートしていくかというあた
りが、これからの非常に大きな課題ではないかという気
がします。
○森 確かに『学内広報』には、公式な記録という意味
もあって、言葉遣いですとか、文章などについても配慮
しながら、ある意味ではきちんとチェックしながら出し
ていっているという部分がありますね。それは、確かに
いろいろな目的に使えて、ああいった形のものが全構成
員の手元に残っていくことの意味は、大変大きいと思い
ます。
先生がおっしゃったように、ホームページの方にはも

のすごく多彩な情報が載せられるわけですが、逆にある
主の歯止めみたいなものをどう考えるか、リンクをどこ
まで張ることを許すかなど、現実に我々はそういう問題
も一つ抱えております。
○高橋 私は、今、大学史料室の方も担当しているんで
すけれども、そのときの一つの課題が、気が早いんです
が、１５０年史をどういうふうに編纂するかという問題で
す。情報が電子化されるとなると、昔の情報がどういう
形で残っていくのかという問題が出てくるわけです。例
えば何年度版のホームページでありますとか、そういう
形である程度残していただきますと、後で見ていくとき
にやりやすくなるのではないかと思います。
○大垣 ホームページと『学内広報』との関係について
ですが、私の当時にも、『学内広報』は官報だという位
置づけにしてしまってはどうかという議論がありました。
確かにあれは必要なんです、人事異動記録だとか。です
から、『学内広報』は官報に徹底して、その代わり、生
産技術研究所が出しているパンフレットのような、もっ
と気楽に読めて、ニュースになるようなものを出してゆ
く。そしてそのエッセンスなりトピックなりが、ホーム
ページにしっかり出ているという形もあるかと思います。
○磯部 もともとの起こりからして、紛争があった時代
に、大学全体の人が同じ情報を共有しようというところ
から『学内広報』ははじまっているわけですね。ですか
ら、その情報が人によって受け取り方が違うとか、ある
いは情報そのものがあやふやで変わってしまうとか、そ
ういうものは『学内広報』には、本来そぐわないんです。
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だからこそ、読んでも余り面白くないというか、無味乾
燥なことが淡々と書いてあるということになるわけです
が、それはそれで大事なので作っておけばいいんだけれ
ども、やはりそういうものと、もう少し読みやすいもの
とは別だというふうに考えた方がいいんではないでしょ
うかね。
○大垣 その関連で、今、法人化についての議論が進め
られていますが、情報が非常にあいまいですね。『学内
広報』には書けないけれども、もう少しさらっと現況報
告みたいなことが流れて、構成員全体でどんな風に動い
ているのかがわかるような仕掛けが、今後特に必要なん
ではないかなという気はしますね。今はそうした学内向
けのメディアが何にもないんですね。
○森 ホームページのことで、先ほど磯部先生のご発言
の中に、各部局が主体的に作ってゆくということがござ
いました。それは現実だと思うのですが、法人化という
ものを見据えますと、これは今までと経営体系と言うか、
大学の組織構造がかなり変わってきて、要するに、東大
の今までの各部局の自治を前提とした緩やかな連合構造
は、変わってこざるを得ないのではないかという方向が、
見えてまいりました。それに関連して、例えばホーム
ページの構造一つについても、東大全体の表紙の部分か
ら各部局のページに下りていったとき、そこにフォー
マットの統一性が何もないというのは、まずいんではな
いかとか、でもやはり学部の自治が前提だから、そこま
で規制をすべきではないとか、いろいろな意見が出てき
て、現在頭をかかえております。
○大垣 私のときに、大学全体のホームページに載せる
研究者紹介をつくることになりました。みんなホーム
ページを作っている時代に、屋上屋を架する必要がある
か、ということで反発もありました。
○石川 それは要するに、こういった作業をするときに、
その作業がどれだけの価値を持つかという問題なんです
ね。でき上がったものに対して、各先生方が価値を認め
ていただければ皆さん動くのですが、ただ単に検索でき
ますという場合に価値が認められない。
大学全体のアイデンティティーを高めますと、東京大

学のブランド力が出てくる。ブランド力を高めて、何ら
かの一体感を出し、それから検索に引っかかることに価
値を求めていただければ少しの作業をやってもらえるわ
けです。
産学連携などをやっていますと、東大のブランドの価

値は非常に高い、しかし黙っているとどんどんつぶれて
しまう。だからうまく表現していかないといけない。
○大垣 工学部の広報についてはまた別に議論している
のですが、そこに民間企業から来られた教授の方もおら
れて、その方が指摘されたのは、要するにパブリシ
ティーの調査をしていないんじゃないかということでし
た。中の人間が中でこれを発信すべきだといくら議論し
ても、見るのは外の人なわけだから、外の人を調査をし
なければ。
○廣渡 何を知りたいかと。

○大垣 そうですね。高校生が何を知りたいのか、一般
社会の人はどうなのか、何を求めているのかということ
は一度も調査していないんじゃないか。これは工学部の
話ですが、大学全体も同じではないでしょうか。
○廣渡 同じですね。
○森 ユニバーシティー・アイデンティティーですとか
ブランディングについて、大学全体としての力をどうい
うふうに評価するか、そういったことについての視点が、
非常に欠落している。石川先生がおっしゃったように、
東京大学全体の価値が上がっていけば、これは必ず構成
員にもフィードバックしてくることです。例えば、自分
自身の職場とは無関係な部局で大変元気よく良い仕事を
される先生が出れば、それは我々みんなの財産にもなる
という、そこのところがたぶん広報委員会のこれからの
非常に大きな課題でしょうし、その方法としてうまく運
用すればホームページというのは非常に有力になるだろ
うと思いますね。
○石川 ホームページだけに限らないことですが、東京
大学の情報が外に出ていく機会が、他のそういったこと
に積極的な大学に比べて非常に少ないと思うんですね。
東京大学の記事が、東京大学の規模に対して相対的に少
なすぎる。良い研究をなさっている方は、どんどん外へ
出して、記事が出るような形にすれば、東京大学全体と
しての研究レベルの表現の一つになります。そう考えま
すと、まず積極的に出しましょう、ホームページであれ、
広報室を通してであれ、とにかく出しましょう、と考え
たら良いと思います。
○森 さて、いろいろ論議は尽きないのですが、ここで
廣渡先生におまとめをいただきたいと思います。
○廣渡 今日は、いろいろご意見をいただきまして、あ
りがとうございました。昔どんな大変なことがあったか
という話も大変興味深く聞かせていただいたのと同時に、
これから東京大学の広報活動をどういうふうに考えてい
くかということについても大変貴重なご意見をいただい
たように思います。これにつなげながら少し感想を述べ
させていただきます。
公のお金を使って大学が営まれているわけなので、そ

の活動をパブリックなものにするアカウンタビリティー
の問題が、まず広報ということの中心に座っている。東
京大学の広報活動というのは、これまで基本的にその観
点で行われてきたと思います。しかし、ますますアドバ
タイズする側面、つまり自分たちの持っているものを
もっと積極的に紹介し、あるいは評価をしてもらうため
にオープンにしていくという、つまり、石川先生がおっ
しゃる攻めの広報、それが必要になってきているという
ことを強く感じています。
これらは矛盾するものではないので、この二つをしっ

かり押さえた広報活動が必要だと思います。また、広報
活動というのは、自分たちの在り方とか情報とかイメー
ジというものをシスティマテックに外に出そうとする活
動ですが、これが実は内部に向けてはアイデンティ
ティーの形成になるという側面をもちます。先ほど高橋
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廣渡清吾 副学長

座談会の様子

さんから、広報委員会でキャンパスツアーをやらざるを
得なかったという話がありました。東大のようなスケー
ルの中では、実はみんな知らないことが多い。広報活動
というのは、外に対して自分たちをどうやってうまく説
明するかという活動なのですが、学内の人々に対しては、
なるほど、自分たちがいる場所はこうだというアイデン
ティティーの形成につながる活動でもある。だから、そ
れは一方向的なものでは決してないと思います。そうい
う意味では、広報ビデオというのはまさに内向きのビデ
オでもある。
それから、東京大学のイメージビルディング、この辺

りのことをもっと考えていかなくてはいけない。これは
いわゆるブランド力につながると思います。正確に知ら
せるということがもちろん基礎ですけれども、東京大学
について社会がどういうイメージを持つのかということ
についても配慮をしながら、外に向けての活動を行う必
要があるでしょう。
もう一つ今後のこととして言いますと、情報という形

で広報活動のコンテンツをとらえる場合に、東京大学に
ついて、これを知らせたいからつくるさまざまな情報、
広報情報というものがある。その一方で、東京大学の中
では、自発的にさまざまな情報が作り出されている。
個々の研究者のホームページもそうなんですけれども、
その中には、いわゆる広報情報もあれば、その人の学術
情報、つまり研究成果に関する情報もある。そこで、広
報活動としては、東京大学にある学術情報の広報、学術
情報の外に向けての発信をどのように考えるのかという
問題があります。
学術情報の方は、附属図書館や情報基盤センター、あ

るいは総合研究博物館などを中心に、持っている学術情
報を体系化して発信する一つのシステムをつくることを
考えているのですけれども、その場合に、広報という活
動と全体の学術情報の発信とをどのように有機的に絡め
て、総合的な東京大学の情報発信システムにするかとい
うことが課題ではないかと思います。

○森 どうもありがとうございました。そろそろ時間に
なりました。今日は大変示唆に富むご意見をたくさんい

ただきまして、どうもありがとうございました。
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